
は

じ

め

に

東
大
寺
正
倉
院
は
北
倉
・
中
倉
・
南
倉
の
三
倉
か
ら
な
り
、
北

倉
に
は
聖
武
天
皇
の
遺
品
な
ど
が
収
蔵
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
品
は

天
平
勝
宝
八
（
七
五
六
）
年
以
後
、
光
明
皇
后
お
よ
び
孝
謙
天
皇

が
東
大
寺
の
廬
舎
那
仏
（
大
仏
）
に
奉
献
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ

の
リ
ス
ト
で
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
東
大
寺
献
物
帳
が
現
存
す
る
。
ま

た
、
そ
の
出
納
は
勅
に
基
づ
き
行
わ
れ
、
詳
細
な
記
録
が
残
さ
れ

た
こ
と
も
著
名
な
事
実
で
あ
る
。

出
納
の
記
録
に
つ
い
て
は
す
で
に
先
学
の
研
究
が
存
在
す
る
。

（
�
）

福
山
敏
男
は
そ
れ
ら
を
整
理
し
て
帳
簿
の
復
原
を
行
い
、
柳
雄
太

（
�
）
郎
が
原
本
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
さ
ら
に
整
理
・
復
原
を
す
す

め
、
そ
れ
が
現
在
の
考
察
の
基
礎
と
な
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
出

納
の
記
録
に
は
主
要
な
も
の
と
し
て
、
出
納
の
た
び
に
当
事
者
が

内
容
を
書
き
継
い
で
い
っ
た
双
倉
北
雑
物
出
用
帳
（
天
平
勝
宝
八

年
〜
延
暦
三
〈
七
八
四
〉
年
）・
双
倉
雑
物
下
帳
（
延
暦
一
八
年

以
降
）
お
よ
び
出
給
命
令
文
書
を
貼
り
継
い
だ
双
倉
北
継
文
な
ど

が
あ
り
、
ほ
か
に
も
容
器
別
の
出
納
帳
な
ど
が
存
在
し
た
。

従
来
、
た
と
え
ば
、
天
平
宝
字
八
（
七
六
四
）
年
の
藤
原
仲
麻

呂
の
乱
の
時
、
大
量
の
武
器
が
出
給
さ
れ
た
こ
と
な
ど
、
個
別
に

論
及
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
を
出
納
体
制
の
問
題
と

（
�
）

し
て
全
般
的
に
論
じ
た
の
は
柳
注
２
論
文
や
古
尾
谷
知
浩
で
あ

る
。
柳
は
天
応
元
（
七
八
一
）
年
ま
で
は
御
製
も
し
く
は
宣
・
宣

旨
に
よ
り
、
延
暦
一
三
年
以
降
は
太
政
官
符
も
し
く
は
太
政
官
牒

に
よ
っ
て
出
納
さ
れ
た
、
延
暦
一
三
年
以
後
は
、
実
際
に
は
官
符

と
官
牒
の
両
者
が
発
給
さ
れ
た
、
北
倉
は
奈
良
時
代
に
は
供
奉
の

正
倉
院
北
倉
の
出
納
体
制
に
つ
い
て

鷺

森

浩

幸

―１ ―



表
Ⅰ

東
大
寺
正
倉
院
北
倉
の
出
納
・
曝
涼

典
拠

出
用
帳

出
用
帳
・
継
文

出
用
帳
・
延
暦

6
年
帳

出
用
帳
・
継
文
・
延
暦

6
年
帳

出
用
帳
・
延
暦

6
年
帳

継
文

継
文

出
用
帳
・
延
暦

6
年
帳

出
用
帳

出
用
帳
・
継
文
・
延
暦

6
年
帳

出
用
帳

出
用
帳

出
用
帳

出
用
帳

出
用
帳

延
暦

6
年
帳

寺
家000111111111111

僧
綱000101111110110

造
寺
司111111111111111

勅
使

豎
子
葛
木
戸
主

豎
子
巨
万
（
福
信
）

葛
木
戸
主

豎
子
葛
木
戸
主

（
検
財
使
）

礼
部
大
輔
市
原
王

坤
宮
大
忠
葛
木
戸
主

鎮
国
次
将
田
中
多
太
麻
呂

坤
宮
大
疏
池
原
禾
守

大
内
記
日
置
蓑
麻
呂

坤
宮
大
忠
葛
木
戸
主

坤
宮
大
忠
葛
木
戸
主

坤
宮
少
疏
池
原
禾
守

内
史
助
日
置
蓑
麻
呂

坤
宮
大
忠
葛
木
戸
主

少
疏
池
原
禾
守

内
史
助
日
置
蓑
麻
呂

越
前
介
高
丘
枚
麻
呂

内
匠
頭
高
麗
福
信

左
虎
賁
衛
督
藤
原
太
満
侶

大
外
記
兼
内
蔵
助
高
丘
枚
麻
呂

左
虎
賁
衛
佐
高
麗
広
山

大
外
記
高
丘
（
枚
麻
呂
）

左
虎
賁
衛
佐
高
麗
広
山

法
師
安
寛

大
律
師
（
安
寛
）

右
衛
士
督
百
済
足
人

民
部
卿
兼
勅
旨
大
輔
藤
原
縄
麻
呂

中
衛
中
将
坂
上
苅
田
麻
呂

中
務
少
輔
石
川
真
守

左
大
弁
兼
造
西
大
寺
司
長
官
佐
伯
今
毛
人

右
衛
士
佐
紀
家
守

右
衛
士
督
藤
原
小
黒
麻
呂

刑
部
少
輔
紀
難
波
麻
呂

命
令

御
製

御
製

飯
高
命
婦
宣

御
製

越
前
介
高
丘
枚

麻
呂
宣

因
八
麻
命
婦
宣

賀
陽
釆
女
宣

安
寛
法
師
宣

種
類
出
給

出
給

出
給

出
給

出
給

出
給

出
給

出
給

出
給

出
給

返
納

出
給

出
給

出
給

返
納

勘
定

品
目

人
参

沙
金

冶
葛

桂
心

花
氈

剣
・
太
刀

厨
子
な
ど

薬
品
（
内
容
略
）

屏
風

桂
心

屏
風

武
器
（
内
容
略
）

検
定
文

屏
風

屏
風

太
刀

日
付

天
平
勝
宝

8.
10.

3

天
平
宝
字

1.
1.

18

天
平
宝
字

2.
12.

16

天
平
宝
字

3.
3.

25

天
平
宝
字

3.
4.

29

天
平
宝
字

3.
12.

26

天
平
宝
字

3.
12.

26

天
平
宝
字

5.
3.

29

天
平
宝
字

6.
12.

14

天
平
宝
字

8.
7.

27

天
平
宝
字

8.
7.

27

天
平
宝
字

8.
9.

11

天
平
宝
字

8.
10.

13

神
護
景
雲

4.
5.

9

宝
亀

3.
8.

28

宝
亀

7.
9.

21

番
号12345678910111213141516
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出
用
帳

出
用
帳
・
継
文

出
用
帳

出
用
帳
・
延
暦

6
年
帳

出
用
帳
・
延
暦

6
年
帳

出
用
帳

出
用
帳

延
暦

6
年
帳

延
暦

12
年
帳

延
暦

12
年
帳
・
弘
仁

2
年
帳

弘
仁

2
年
帳

雑
物
下
帳
・
弘
仁

2
年
帳

雑
物
下
帳
・
弘
仁

2
年
帳

雑
物
下
帳
・
弘
仁

2
年
帳

雑
物
下
帳

雑
物
下
帳
・
弘
仁

2
年
帳

雑
物
下
帳
・
弘
仁

2
年
帳

1111111111111

000000110000000

1111110000000

右
衛
士
督
藤
原
小
黒
麻
呂

右
少
弁
紀
古
佐
美

右
衛
士
督
藤
原
小
黒
麻
呂

右
衛
士
督
藤
原
小
黒
麻
呂

（
検
校
使
）

藤
原
家
依

健
部
人
上

藤
原
家
依

健
部
人
上

藤
原
鷹
取

健
部
人
上

藤
原
家
依

衛
門
督
石
上
家
成

治
部
大
輔
紀
作
良

内
薬
侍
医
難
波
伊
賀
麻
呂

宮
内
卿
石
上
家
成

官
奴
正
大
春
日
浄
足

内
薬
侍
医
兼
佑
広
海
男
成

中
監
物
紀
福
足

石
上
家
成

石
上
家
成

宮
内
卿
石
上
家
成

中
監
物
穂
積
道
長

侍
医
吉
水
唐

左
京
大
夫
藤
原
大
継

少
監
物
紀
大
足

治
部
大
輔
和
今
鹿
麻
呂

少
監
物
賀
茂
赤
兄

治
部
大
輔
和
今
鹿
麻
呂

少
監
物
賀
茂
赤
兄

治
部
大
輔
和
今
鹿
麻
呂

少
監
物
紀
大
足

左
京
大
夫
兼
左
兵
衛
督
巨
勢
野
足

少
監
物
紀
大
足

中
納
言
藤
原
卿

（
縄
麻
呂
）
宣

左
大
臣
（
藤
原

魚
名
）
宣

官
符

官
符

官
牒

官
符

官
符

官
符

官
符

出
給

出
給

返
納

出
給

返
納
出
給

返
納

返
納

曝
涼

曝
涼

出
給

出
給

出
給

出
給

出
給

出
給

出
給

出
給

琵
琶

冶
葛

琵
琶

書
（
内
容
略
）

書
（
内
容
略
）

薬
品
（
内
容
略
）

書
（
内
容
略
）

書
（
内
容
略
）

香
薬
・
雑
物
（
内
容

略
）

香
薬
（
内
容
略
）

麝
香
・
薬
品
（
内
容

略
）
薬
品
（
内
容
略
）

薬
品
（
内
容
略
）

薬
品
（
内
容
略
）

薬
品
（
内
容
略
）

銅
鉢

﨟
蜜
薬
品
類
（
内
容
略
）

白
犀
角

宝
亀

9.
5.

18

宝
亀

10.
12.

6

宝
亀

10.
12.

6

天
応

1.
8.

12

天
応

1.
8.

18

天
応

2.
2.

22

延
暦

3.
3.

29

延
暦

6.
6.

26

延
暦

12.
6.

11

延
暦

13.
4.

27

延
暦

13.
9.

13

延
暦

18.
11.

11

延
暦

21.
11.

21

延
暦

22.
1.

23

延
暦

22.
1.

23

延
暦

24.
11.

15

大
同

1.
9.

7

1718192021222324252627282930313233
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弘
仁

2
年
帳

散
帳

雑
物
下
帳
・
出
入
帳
・
散
帳

雑
物
下
帳

雑
物
下
帳

雑
物
下
帳

雑
物
下
帳

雑
物
下
帳

雑
物
下
帳

雑
物
下
帳

雑
物
下
帳

雑
物
下
帳

雑
物
下
帳

造
寺
司
・
僧
綱
・
寺
家
の
項
の

1－
署
名
の
あ
る
も
の
、

0－
署
名
の
な
い
も
の
、
の
意

出
典
は
以
下
の
通
り
略
す
。
出
用
帳
－
双
倉
北
雑
物
出
用
帳
、
継
文
－
双
倉
北
継
文
、
延
暦

6
年
帳
－
延
暦

6
年

6
月

26
日
東
大
寺
使
解
、
延
暦

12
年
帳
－
延
暦

12
年

6
月

11
日
東
大
寺
使
解
、
弘
仁

2
年
帳
－
弘
仁

2
年

9
月

25
日
東
大
寺
使
解
、
雑
物
下
帳
－
双
倉
雑
物
下
帳
、
散
帳
－
御
物
納
目
散
帳

1111111111111

0000000000000

0000000000000

図
書
助
藤
原
浄
本

中
監
物
高
階
石
河

右
中
弁
藤
原
伊
勢
人

侍
従
藤
原
浄
本

中
監
物
益
鹿
王

大
監
物
安
倍
兄
麻
呂

侍
従
藤
原
浄
本

内
蔵
助
三
嶋
助
成

侍
従
藤
原
浄
本

藤
原
高
貞

少
監
物
橘
継
麻
呂

中
務
大
輔
直
世
王

中
監
物
百
済
永
豊

侍
従
藤
原
浄
本

中
務
大
輔
直
世
王

少
監
物
橘
継
麻
呂

大
膳
大
夫
三
嶋
助
成

少
監
物
紀
不
破
万
侶

散
位
藤
原
真
夏

右
近
衛
少
将
和
気
真
綱

少
監
物
大
春
日
春
野

左
近
衛
中
将
佐
伯
長
継

少
監
物
柿
本
安
□

右
近
衛
少
将
坂
上
浄
野

中
監
物
安
倍
磯
□
（
根
か
）

右
近
衛
少
将
坂
上
浄
野

中
監
物
石
川
河
魚

右
近
衛
中
将
橘
武
弘

少
監
物
賀
茂
本
枝

近
江
守
藤
原
浄
本

中
監
（
物
脱
か
）（
欠
）

官
符

官
符

官
牒

官
牒

官
符

官
符

官
牒

官
符

右
大
臣
（
藤
原

冬
嗣
）
宣

官
牒

官
牒

検出
給

出
給

返
納
出
給

出
給

出
給

返
納

出
給

出
給

出
給

出
給

返
納

出
給

資
財
・
官
物
（
内
容

略
）

犀
角

麝
香
・
切
犀
角
・
犀

角
杯
・
犀
角

麝
香
薬
品
（
内
容
略
）

屏
風

琴
・
箸

琴
・
箸

書
（
内
容
略
）・
鞋

鏡
・
香
な
ど

薬
品
類
（
内
容
略
）

楽
器
（
内
容
略
）・

薫
炉
楽
器
（
内
容
略
）・

薫
炉

薬
品
（
内
容
略
）

弘
仁

2.
9.

25

弘
仁

4.
2.

9

弘
仁

5.
6.

17

弘
仁

5.
7.

29

弘
仁

5.
9.

17

弘
仁

5.
10.

19

弘
仁

8.
5.

27

弘
仁

11.
10.

3

弘
仁

13.
3.

26

弘
仁

13.
5.

6

弘
仁

14.
2.

19

弘
仁

14.
4.

14

天
長

3.
9.

1

34353637383940414243444546
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範
疇
に
あ
る
が
、
平
安
時
代
に
な
る
と
、
一
般
諸
官
司
の
手
続
き

に
準
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
、
天
応
二
年
二
月
ま
で
造
東
大
寺
司
官

人
が
必
ず
署
名
し
た
が
、
八
年
の
廃
止
後
は
必
ず
監
物
が
加
わ
る

よ
う
に
な
り
、
太
政
官
│
中
務
省
│
監
物
が
北
倉
の
管
理
に
関
与

す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
す
る
。
古
尾
谷
の
見
解
は

基
本
的
に
柳
の
そ
れ
の
延
長
上
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
称
徳
期

で
は
紫
微
中
台
・
坤
宮
官
が
出
納
の
中
心
に
あ
る
が
、
宝
亀
以

降
、
太
政
官
の
関
与
が
強
ま
る
、
よ
り
具
体
的
に
は
弁
官
が
立
ち

会
っ
た
り
、
天
皇
と
使
者
の
間
に
議
政
官
の
一
人
が
介
在
し
、
奉

勅
上
宣
に
近
い
形
を
と
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
、
勅
旨
省
官
人

も
立
ち
会
う
こ
と
か
ら
、
供
奉
に
準
ず
る
側
面
と
一
般
官
司
に
準

ず
る
側
面
の
二
重
の
性
格
を
持
っ
た
、
平
安
遷
都
後
は
近
侍
者
系

統
の
立
ち
会
い
は
少
な
く
な
り
、
一
般
官
司
と
同
様
の
管
理
体
制

と
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
天
皇
と
宝
物
の
関
係
が
薄
く
な
り
、
物
理

的
距
離
も
遠
く
な
っ
た
た
め
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
す
る
。
さ

ら
に
、
出
納
に
お
け
る
紫
微
中
台
の
機
能
に
着
目
し
て
検
討
を
加

（
�
）

え
た
近
藤
毅
大
の
研
究
も
あ
る
。
な
お
、
柳
・
古
尾
谷
論
文
に
出

納
の
事
例
を
ま
と
め
た
詳
細
な
表
が
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
を
も

と
に
改
め
て
作
成
し
た
一
覧
が
表
Ⅰ
で
あ
る
。

本
稿
は
、
正
倉
院
北
倉
の
出
納
体
制
を
再
検
討
し
、
先
行
研
究

に
よ
り
つ
つ
、
変
化
の
あ
り
方
や
そ
の
意
味
を
再
度
、
考
察
す
る

も
の
で
あ
る
。

一

出
納
体
制
の
確
立

表
Ⅰ
（
１
）〜（
３
）
の
事
例
が
初
期
の
も
の
で
、
こ
れ
ら
は
共

通
し
た
出
納
方
式
を
示
す
。

（
２
）
に
つ
い
て
実
際
の
出
納
命
令
文
書
が
残
存
す
る
。
天
平

勝
宝
九
（
天
平
宝
字
元

七
五
七
年
）
年
正
月
一
八
日
奉
請
文
で

（
�
）

あ
る
（
一
三
２０７
）。

沙
金
貳
阡
壱
拾
陸
両
有
東
大
寺

右

造
寺
司
所
レ

請
如
件天

平
勝
宝
九
歳
正
月
十
八
日

巨
万
朝
臣
「
福
信
」

「
宜
」

「
以
二

同
月
廿
一
日
一

依
レ

数
下

長
官
佐
伯
宿
祢
「
今
毛
人
」

判
官
紀
朝
臣
「
池
主
」

豎
子
巨
万
朝
臣
「
福
信
」

葛
木
連「
戸
主
」

」

文
書
中
に
「
造
寺
司
所
レ

請
」
と
あ
る
の
で
、
供
給
先
は
造
東
大

― ５ ―



寺
司
で
ま
ち
が
な
い
。
双
倉
北
雑
物
出
用
帳
に
よ
る
と
、
出
給
さ

れ
た
沙
金
は
大
仏
に
塗
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
と
も
合

致
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
造
東
大
寺
司
の
発
給
し
た
文
書
で
は

な
い
。
巨
万
（
高
麗
）
福
信
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
福
信
は

当
時
、
紫
微
少
弼
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
文
書
自
身
は
紫
微

中
台
で
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
宜
」
の
筆
者
が
光

明
皇
太
后
で
あ
る
こ
と
も
こ
の
点
か
ら
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
文
書
は
お
そ
ら
く
福
信
自
身
が
光
明
の
も
と
へ
も
た
ら
し
、

許
可
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
。
光
明
の
ご
く
近
辺
で
機
能
し
た
、
い

わ
ば
紫
微
中
台
の
内
部
文
書
で
あ
る
。
古
尾
谷
知
浩
は
光
明
の
許

可
の
後
、
福
信
が
自
署
し
た
と
す
る
が
、
お
そ
ら
く
逆
で
あ
ろ

う
。
福
信
の
自
署
の
な
い
文
書
が
光
明
の
も
と
に
送
ら
れ
た
と
す

る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
光
明
の
許
可
の
後
、
高
麗
福
信
・
葛
木

戸
主
が
使
者
と
な
っ
て
東
大
寺
へ
赴
い
た
こ
と
も
ま
ち
が
い
な

い
。
戸
主
は
当
時
、
紫
微
少
忠
で
あ
っ
た
。
使
者
二
名
と
造
東
大

寺
司
が
出
納
に
あ
た
り
、
そ
の
旨
の
追
記
が
行
わ
れ
、
文
書
自
身

が
正
倉
院
に
保
管
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
出
用
帳
に
自
署
が
あ
る
の

は
戸
主
の
み
で
、
実
際
に
出
給
を
行
っ
た
の
は
戸
主
の
よ
う
で
あ

る
。

（
１
）（
３
）
は
出
用
帳
の
記
録
の
み
で
あ
る
。（
１
）
で
は
戸

主
と
造
東
大
寺
司
（
長
官
佐
伯
今
毛
人
と
主
典
葛
井
〈
根
道
〉）

が
出
納
に
関
与
し
た
。
た
だ
し
、
根
道
・
今
毛
人
の
署
名
は
な

い
。（
３
）
で
は
飯
高
命
婦
（
笠
目
）
の
宣
に
よ
り
、
出
給
さ
れ

た
。
担
当
者
は
造
東
大
寺
司
次
官
高
麗
大
山
・
判
官
上
毛
野
君

（
真
人
）
と
豎
子
葛
木
戸
主
で
あ
る
が
、
自
署
が
あ
る
の
は
大
山

と
戸
主
で
あ
り
、
実
際
に
は
こ
の
二
人
が
出
給
し
た
と
思
わ
れ

る
。
お
そ
ら
く
飯
高
命
婦
が
勅
を
受
け
、
そ
れ
を
戸
主
が
伝
宣
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
戸
主
は
当
時
、
坤
宮
大
忠
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

こ
れ
ら
の
三
例
に
共
通
す
る
こ
と
は
豎
子
と
表
記
さ
れ
る
紫
微

中
台
（
坤
宮
官
）
の
官
人
と
造
東
大
寺
司
に
よ
っ
て
出
納
が
執
行

さ
れ
た
点
で
あ
り
、
光
明
の
命
を
奉
じ
た
紫
微
中
台
と
、
お
そ
ら

く
実
際
に
正
倉
院
を
管
理
し
た
造
東
大
寺
司
が
出
納
に
あ
た
る
、

簡
便
な
方
式
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
当
時
、
紫
微
中
台
は
実
質
的

な
天
皇
家
の
代
表
で
あ
っ
た
光
明
皇
太
后
の
も
と
で
、
天
皇
の
家

産
管
理
を
担
当
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
紫
微
中
台
の
官
人
が
使
と

な
っ
て
正
倉
院
の
出
納
に
関
与
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
紫
微
中
台
の
官
人
が
直
接
に
光
明
の
命
を
受
け
る
ケ
ー
ス
と
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命
婦
が
仲
介
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
。

な
お
、
こ
こ
で
豎
子
に
ふ
れ
て
お
く
。
奈
良
時
代
の
豎
子
に
関

（
�
）

す
る
研
究
で
は
山
本
信
吉
の
そ
れ
が
も
っ
と
も
詳
細
で
あ
る
。
山

本
は
福
信
や
戸
主
を
官
職
と
し
て
の
豎
子
（
内
豎
）
と
み
て
、
本

官
で
は
な
く
豎
子
と
称
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
勅
の
性
格
が
皇

太
后
の
公
の
属
官
た
る
紫
微
中
台
を
経
る
に
及
ば
な
い
も
の
の
場

合
、
本
官
を
称
す
る
よ
り
豎
子
身
分
を
と
る
ほ
う
が
よ
り
実
情
に

即
し
た
表
記
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
光
明
に

対
し
て
、
近
侍
す
る
紫
微
中
台
の
官
人
が
そ
の
関
係
を
示
す
た
め

に
使
用
し
た
、
あ
る
種
の
謙
譲
の
称
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
と
え

ば
、
天
平
宝
字
元
年
七
月
、
橘
奈
良
麻
呂
の
変
の
直
前
に
、
光
明

皇
太
后
は
右
大
臣
藤
原
豊
成
以
下
の
群
臣
に
対
し
て
詔
を
出
し
た

（『
続
日
本
紀
』
同
年
月
二
日
条
）。
そ
の
な
か
で
、
光
明
は
群
臣

ら
に
「
竪
子
卿
等
」
と
呼
び
か
け
た
。
山
本
は
こ
の
事
例
も
官
職

と
し
て
の
豎
子
と
し
て
考
察
を
加
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
子
供

ら
と
い
う
程
度
の
意
味
で
、
光
明
が
群
臣
ら
と
の
関
係
を
親
子
関

係
に
な
ず
ら
え
て
表
現
し
た
だ
け
で
、
群
臣
ら
が
官
職
と
し
て
の

豎
子
な
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
右
大
臣
の
藤
原
豊
成
が
豎
子
で

あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
の
事
例
か
ら
み
て
、
逆
に
群
臣
ら

が
光
明
に
対
し
て
豎
子
と
自
称
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。（
１
）

〜（
３
）
も
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
豎
子
な
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
特
に
先
の
奉
請
文
の
よ
う
な
、
直
接
に
光
明
の
も
と
へ
進

め
る
文
書
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
表
記
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
大

い
に
あ
り
え
た
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
見
え
る
「
豎
子
」

の
表
現
は
光
明
と
紫
微
中
台
官
人
の
関
係
性
を
示
す
、
一
般
的
な

意
味
な
の
で
あ
っ
て
、
官
職
と
し
て
の
豎
子
な
の
で
は
な
い
と
考

え
る
。

ま
た
、
山
本
は
淡
海
三
船
や
高
麗
福
信
の
よ
う
な
貴
姓
の
豎
子

（
内
豎
）
が
お
り
、
彼
ら
は
天
皇
な
ど
の
側
近
に
あ
っ
て
政
治
上

の
補
佐
や
勅
の
宣
伝
・
施
行
に
あ
た
り
、
下
級
の
者
は
雑
務
に
駆

使
さ
れ
た
と
す
る
。
淡
海
三
船
は
天
平
勝
宝
八
年
五
月
一
〇
日
に

豎
子
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
（『
続
日
本
紀
』
同
日
条
）。

こ
の
時
の
位
階
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
五
位
に
到
達
し
た
の
は

天
平
宝
字
五
年
正
月
二
日
の
こ
と
で
あ
る
（『
続
日
本
紀
』
同
日

条
）。
福
信
は
当
初
、
内
豎
と
し
て
出
身
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ

の
後
、
初
任
の
右
衛
士
大
志
を
経
て
、
聖
武
の
恩
幸
を
受
け
て
紫

微
少
弼
に
至
っ
た
（『
続
日
本
紀
』
延
暦
八
〈
七
八
九
〉
年
一
〇

月
一
七
日
条
）。
先
の
奉
請
文
に
関
す
る
私
見
が
認
め
ら
れ
る
と
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す
る
な
ら
ば
、
福
信
が
内
豎
で
あ
っ
た
の
は
初
任
以
前
の
み
で
あ

っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
三
船
・
福
信
と
も
決
し
て
高
位
の
官
人
で

は
な
く
、
高
位
の
豎
子
（
内
豎
）
は
史
料
上
、
確
認
す
る
こ
と
は

（
�
）

で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
芳
之
内
圭
は
、
山
本
の
見
解
を

継
承
し
、
奈
良
時
代
に
高
位
の
豎
子
が
存
在
し
た
が
、
平
安
時
代

に
は
消
滅
し
た
と
す
る
。
し
か
し
、
奈
良
時
代
に
お
け
る
高
位
の

豎
子
の
存
在
は
事
実
で
は
な
く
、
豎
子
の
身
分
は
奈
良
・
平
安
時

代
を
通
じ
て
同
じ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、（
４
）
で
は
派
遣
さ
れ
た
使
が
「
検
財
使
」
と
記
さ
れ
、

メ
ン
バ
ー
は
礼
部
大
輔
市
原
王
・
坤
宮
大
忠
葛
木
戸
主
・
鎮
国
次

（
�
）

将
田
中
多
太
麻
呂
・
坤
宮
大
疏
（
少
疏
の
誤
り
か
）
池
原
禾
守
・

大
内
記
日
置
蓑
麻
呂
で
あ
っ
た
。
葛
木
戸
主
や
坤
宮
少
疏
の
池
原

禾
守
が
見
え
る
点
は
、
こ
の
使
が
先
の
紫
微
中
台
（
坤
宮
官
）
の

使
と
同
種
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
天
平
宝
字
三
年
三
月
一

九
日
施
薬
院
請
物
文
（
一
四
２７９
）
が
こ
の
事
例
に
関
連
す
る
。
署

名
の
あ
る
葛
木
戸
主
が
施
薬
院
の
申
請
を
受
け
て
作
成
し
た
も
の

で
、
こ
れ
も
坤
宮
官
の
内
部
文
書
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
光
明

に
よ
る
「
宜
」
の
文
字
が
加
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
（
２
）
と
同
じ

形
式
の
文
書
で
あ
る
。
葛
木
戸
主
は
検
財
使
の
一
員
で
、
実
際
に

出
給
に
従
事
し
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
こ
で
は
豎
子
と
は
記
載

さ
れ
て
い
な
い
。
検
財
使
は
お
そ
ら
く
冶
葛
の
出
給
の
た
め
だ
け

に
派
遣
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。「
検
財
使
」
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
財
物
を
検
ず
る
こ
と
が
そ
の
お
も
な
職
務
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
正
倉
院
北
倉
の
財
物
は
天
平
勝
宝
八
年
六
月
か
ら
天
平

宝
字
二
年
一
〇
月
の
間
の
天
皇
家
に
よ
る
五
度
の
献
物
に
よ
っ
て

形
成
さ
れ
た
。
検
財
使
は
お
そ
ら
く
献
物
の
終
了
に
あ
た
り
財
物

（
�
）

を
検
定
す
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ

に
と
も
な
っ
て
出
納
方
式
が
よ
り
厳
格
な
形
式
へ
と
改
め
ら
れ

た
。
出
用
帳
に
は
僧
綱
・
東
大
寺
三
綱
の
署
名
も
見
ら
れ
る
。
こ

れ
以
後
、
基
本
的
に
使
・
造
東
大
寺
司
・
僧
綱
・
寺
家
が
立
ち
会

い
出
納
す
る
形
式
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
以
後
、
衛

府
の
上
級
官
人
が
使
に
加
わ
る
こ
と
も
原
則
と
な
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
、
正
倉
院
の
出
納
体
制
が
確
立
し
た
の
は
、
こ

の
時
で
あ
っ
た
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

二

坤
宮
官
廃
止
以
後
の
出
納

正
倉
院
北
倉
の
出
納
体
制
が
確
立
す
る
以
前
か
ら
、
光
明
皇
太

后
の
命
を
奉
じ
、
実
際
の
出
給
を
主
導
し
た
の
は
紫
微
中
台
（
坤

― ８ ―



宮
官
）
で
あ
っ
た
。（
５
）〜（
７
）
も
同
様
で
あ
る
。
天
平
宝
字

四
（
七
六
〇
）
年
六
月
、
光
明
皇
太
后
が
死
去
し
、
坤
宮
官
は
消

滅
し
た
。
こ
れ
以
後
の
出
納
体
制
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う

か
。
使
・
造
東
大
寺
司
・
僧
綱
・
寺
家
が
執
行
す
る
こ
と
に
は
変

わ
り
は
な
い
。
問
題
は
遣
使
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
ま
ず
、
称
徳

期
ま
で
、
個
別
に
事
例
を
検
討
し
た
い
。

（
�
）

（
８
）
に
つ
い
て
。
高
丘
比
良
麻
呂
は
越
前
介
で
あ
る
。
天
平

宝
字
五
年
正
月
一
六
日
に
越
前
介
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で

き
る
（『
続
日
本
紀
』
同
日
条
）。
そ
れ
以
前
は
、
坤
宮
大
疏
、
大

（
�
）

外
記
で
あ
っ
た
。
越
前
介
任
命
は
坤
宮
官
の
廃
止
に
と
も
な
う
処

理
と
考
え
ら
れ
る
。
出
納
の
宣
者
と
な
っ
た
後
、
越
前
国
に
赴
任

し
た
と
思
わ
れ
る
。
越
前
国
の
班
田
司
と
み
え
る
（
天
平
神
護
二

〈
七
六
六
〉
年
九
月
一
九
日
越
前
国
足
羽
郡
司
解

五
５４３
）。
そ
の

後
、
天
平
宝
字
八
年
正
月
二
一
日
に
内
蔵
助
在
任
で
、
大
外
記
を

兼
任
し
た
（『
続
日
本
紀
』
同
日
条
）。
大
外
記
兼
内
蔵
助
は

（
１０
）（
１１
）
に
も
見
え
る
。（
１０
）
の
段
階
で
比
良
麻
呂
は
知
施

薬
院
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
後
述
）。（
８
）
の
場
合

も
、
出
給
さ
れ
た
の
は
大
量
の
薬
品
で
あ
り
、
そ
の
一
部
は「
為
レ

施
二

諸
病
者
一

」
と
さ
れ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
や
は
り
、
こ
の

時
も
比
良
麻
呂
は
知
施
薬
院
事
で
、
こ
の
薬
品
の
出
給
は
施
薬
院

の
職
務
と
も
関
連
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
比
良
麻
呂
の
知
施

薬
院
事
在
任
が
史
料
上
で
、
確
認
で
き
る
の
は
（
１０
）
の
段
階
で

あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
を
考
え
て
お
き
た

い
。
近
藤
毅
大
も
坤
宮
官
存
続
の
時
期
か
ら
、
比
良
麻
呂
が
施
薬

（
�
）

院
の
事
務
を
担
当
し
た
と
推
定
し
、
岩
本
健
寿
も
比
良
麻
呂
の
行

動
を
施
薬
院
と
関
連
し
た
と
推
定
す
る
。
な
お
、
平
安
時
代
で
は

施
薬
院
別
当
は
大
外
記
か
ら
任
命
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
越
前
介
任

命
に
と
も
な
い
、
大
外
記
や
知
事
か
ら
離
任
し
た
は
ず
で
、
越
前

介
離
任
お
よ
び
帰
京
に
と
も
な
い
知
事
に
再
任
さ
れ
た
と
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（
９
）
に
つ
い
て
。
使
者
は
内
匠
頭
高
麗
福
信
と
左
虎
賁
衛
督

藤
原
太
満
侶
（
田
麻
呂
）
で
あ
る
。
紫
微
少
弼
以
後
の
福
信
の
経

歴
は
あ
ま
り
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
段
階
で
内
匠
頭
で
あ
っ

た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

（
１０
）（
１１
）
に
つ
い
て
。
天
平
宝
字
八
年
七
月
二
五
日
施
薬
院

解
（
一
六
５０４
）
が
出
給
を
命
じ
る
文
書
そ
の
も
の
で
、
出
給
ま
で

の
手
続
き
が
き
わ
め
て
詳
細
に
判
明
す
る
。
す
で
に
先
学
の
言
及

（
�
）

が
あ
り
、
筆
者
も
先
に
検
討
を
加
え
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
ず
、
施
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薬
院
が
こ
の
文
書
を
作
成
し
た
。
こ
れ
は
こ
の
文
書
が
施
薬
院
解

（
�
）

で
あ
る
こ
と
か
ら
明
白
で
あ
る
。
早
川
庄
八
の
指
摘
す
る
と
お

り
、
知
事
で
あ
る
比
良
麻
呂
自
身
が
み
ず
か
ら
こ
の
文
書
を
持
参

し
て
内
裏
に
赴
き
、
蚊
屋
（
賀
陽
）
采
女
を
通
し
て
勅
を
得
て
、

蚊
屋
采
女
宣
の
形
式
で
、
勅
の
旨
を
書
き
留
め
た
。
そ
し
て
、
比

良
麻
呂
は
高
麗
広
山
と
と
も
に
東
大
寺
に
向
か
い
、
造
東
大
寺
司

・
僧
綱
・
三
綱
と
と
も
に
出
納
し
た
。
同
時
に
屏
風
の
返
納
も
行

っ
た
。
こ
れ
が
（
１１
）
で
あ
る
。

（
１２
）（
１３
）
に
つ
い
て
。（
１２
）
は
藤
原
仲
麻
呂
に
と
も
な
う

き
わ
め
て
特
殊
な
事
例
で
あ
る
。
大
量
の
武
器
が
安
寛
の
宣
に
よ

（
�
）

り
内
裏
に
献
上
さ
れ
た
。
岸
俊
男
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
孝
謙
太

上
天
皇
が
安
寛
を
使
者
と
し
て
非
常
の
措
置
と
し
て
武
器
を
内
裏

に
献
上
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
造
東
大
寺
司
・
僧
綱
・
三
綱
の

出
納
体
制
が
と
ら
れ
た
が
、
大
僧
都
良
弁
の
署
名
は
な
い
。
安
寛

は
こ
の
時
、
東
大
寺
上
座
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。（
１３
）
は
そ

の
後
の
処
理
で
あ
る
。
献
上
さ
れ
た
兵
器
の
「
比
校
」
の
た
め
に

検
定
文
が
内
裏
に
進
め
ら
れ
た
。
使
は
安
寛
と
右
衛
士
督
の
百
済

足
人
で
あ
る
。
安
寛
が
使
と
な
っ
た
の
は
出
給
の
当
事
者
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

（
１４
）
に
つ
い
て
。
使
は
民
部
卿
兼
勅
旨
大
輔
藤
原
縄
麻
呂
・

中
衛
中
将
兼
甲
斐
守
坂
上
苅
田
麻
呂
・
中
務
少
輔
石
川
真
守
の
三

人
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
縄
麻
呂
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

縄
麻
呂
は
勅
旨
大
輔
で
、
王
家
の
家
産
に
関
わ
る
官
職
に
あ
っ

た
。
同
時
に
参
議
、
侍
従
で
も
あ
っ
た
。
参
議
は
『
公
卿
補
任
』

天
平
宝
字
八
年
条
に
よ
る
と
、
同
年
九
月
一
一
日
の
任
命
で
あ

る
。
侍
従
は
『
続
日
本
紀
』
に
よ
る
と
、
天
平
宝
字
元
年
六
月
一

七
日
の
任
命
で
、
そ
の
後
、
宝
亀
一
〇
（
七
七
九
）
年
一
二
月
一

三
日
の
死
去
ま
で
侍
従
で
あ
っ
た
。
使
に
議
政
官
の
充
て
ら
れ
た

最
初
の
事
例
で
あ
る
。

（
�
）

別
稿
に
お
い
て
、
当
該
期
に
施
薬
院
・
内
匠
寮
と
い
っ
た
家
産

機
構
が
そ
れ
ぞ
れ
直
接
に
後
宮
と
つ
な
が
り
、
出
納
を
行
っ
た
こ

と
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、
古
尾
谷
知
浩
も
高
丘
比
良
麻
呂
や
高

麗
福
信
が
内
蔵
助
・
内
匠
頭
と
し
て
天
皇
の
命
を
直
接
承
る
こ
と

の
で
き
る
立
場
に
あ
っ
た
と
す
る
。
比
良
麻
呂
の
場
合
、
出
給
さ

れ
た
品
目
か
ら
み
て
、
知
施
薬
院
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
重
視
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
た
と
え
ば
、（
２
）
と

（
１０
）
に
お
い
て
、（
２
）
が
お
そ
ら
く
紫
微
中
台
に
お
い
て
作
成

さ
れ
た
、
少
弼
高
麗
福
信
の
署
名
が
あ
る
文
書
に
よ
っ
て
執
行
さ
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れ
た
の
に
対
し
て
、（
１０
）
が
施
薬
院
解
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ

と
に
明
白
で
あ
る
。
近
藤
毅
大
は
こ
の
変
化
を
紫
微
中
台
管
下
の

施
薬
院
が
光
明
皇
太
后
へ
申
請
す
る
場
合
と
施
薬
院
が
孝
謙
太
上

天
皇
へ
申
請
す
る
場
合
と
の
相
違
で
あ
り
、
後
者
は
よ
り
丁
寧
な

方
式
で
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
の
見
解
に
基
本
的
に
賛
成
で
あ
る

が
、
申
請
先
の
変
化
よ
り
、
坤
宮
官
の
廃
絶
に
と
も
な
い
、
家
産

管
理
の
中
枢
機
関
が
消
滅
し
た
こ
と
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
と

考
え
る
。

岩
本
注
１２
論
文
は
、（
８
）
に
お
い
て
、
甘
草
・
大
黄
・
人
参

・
桂
心
が
「
病
者
施
薬
料
」
と
し
て
「
双
倉
中
間
」
へ
移
さ
れ
た

こ
と
に
つ
い
て
、
光
明
没
後
の
出
給
手
続
き
の
煩
雑
化
に
と
も
な

う
処
置
と
し
、「
御
製
」
に
よ
る
出
給
が
消
え
、（
１０
）
の
よ
う
な

形
式
へ
変
化
し
た
の
も
そ
れ
に
関
わ
る
と
理
解
す
る
。
さ
ら
に
、

光
明
没
後
、
施
薬
院
の
組
織
整
備
が
行
わ
れ
、
知
施
薬
院
事
や
知

施
薬
院
事
僧
は
そ
の
所
産
で
あ
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
、（
３
）

の
よ
う
に
、
命
婦
が
許
可
を
伝
え
る
こ
と
は
以
前
か
ら
あ
っ
た
。

両
者
を
比
較
し
て
、
特
に
煩
雑
化
し
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
こ
れ
以
前
、
家
産
の
管
理
を
担
っ
た
紫
微
中
台
（
坤
宮

官
）
が
消
滅
し
、
家
産
に
関
わ
る
各
機
関
が
王
家
と
直
接
つ
な
が

っ
た
の
で
あ
る
。
出
給
に
お
い
て
も
、
検
財
使
の
派
遣
以
後
の
ル

ー
ル
に
則
っ
て
お
り
、
特
に
光
明
没
後
に
変
化
し
た
形
跡
は
な
い

よ
う
で
あ
る
。
手
続
き
の
煩
雑
化
を
想
定
す
る
岩
本
の
見
解
に
は

同
意
で
き
な
い
。

ま
た
、
別
稿
に
お
い
て
、（
１４
）
に
着
目
し
て
、
こ
の
段
階
に

な
る
と
、
勅
旨
省
が
家
産
機
構
を
統
括
す
る
地
位
に
立
っ
た
と
の

見
解
を
示
し
た
。
こ
れ
以
後
も
、
勅
旨
卿
の
藤
原
縄
麻
呂
や
員
外

少
輔
の
健
部
人
上
が
出
納
に
関
わ
る
事
例
も
あ
る
が
、
現
在
は
、

先
の
見
解
は
改
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
勅
旨
省
も
家

産
に
関
わ
る
官
司
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
ず
、
家
産
管
理
の
中
枢
機
関

と
し
て
機
能
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
勅
旨

省
は
、
規
模
こ
そ
は
省
ク
ラ
ス
で
あ
る
が
、
家
産
の
あ
る
領
域
を

担
当
す
る
点
に
お
い
て
、
施
薬
院
・
内
匠
寮
な
ど
の
官
司
と
同
じ

レ
ベ
ル
に
あ
り
、（
１４
）
の
よ
う
な
事
例
も
家
産
官
司
が
直
接
的

に
王
家
に
つ
な
が
っ
た
も
の
と
理
解
し
た
い
。
注
目
す
べ
き
点
は

藤
原
縄
麻
呂
が
高
位
で
あ
り
な
が
ら
も
侍
従
で
あ
っ
た
点
で
あ

る
。
当
該
期
に
、
ほ
か
に
も
藤
原
百
川
（
雄
田
麻
呂
）・
藤
原
是

公
（
黒
麻
呂
）
の
よ
う
な
、
比
較
的
高
位
で
、
侍
従
で
あ
り
な
が

ら
、
家
産
官
司
の
上
級
官
人
を
兼
ね
る
人
物
が
お
り
、
各
機
関
が
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天
皇
の
近
臣
で
あ
る
侍
従
を
媒
介
と
し
て
天
皇
の
も
と
に
統
括
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

三

宝
亀
・
延
暦
初
期
の
出
納

宝
亀
期
の
事
例
を
個
別
に
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。

（
１５
）
の
使
は
左
大
弁
兼
造
西
大
寺
司
長
官
の
佐
伯
今
毛
人
と

右
衛
士
佐
の
紀
家
守
で
あ
る
。
今
毛
人
は
神
護
景
雲
元
（
七
六

七
）
年
二
月
二
八
日
に
造
西
大
寺
司
長
官
に
任
命
さ
れ
、
八
月
二

九
日
に
左
大
弁
を
兼
任
し
た
（
い
ず
れ
も
『
続
日
本
紀
』
同
日

条
）。
こ
の
時
、（
１４
）
で
出
給
さ
れ
た
屏
風
が
返
納
さ
れ
た
が
、

こ
の
屏
風
は
様
と
し
て
「
寺
司
」
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

佐
伯
今
毛
人
ら
は
造
東
大
寺
司
に
存
在
し
た
屏
風
を
正
倉
院
に
も

ど
し
た
の
で
あ
る
。
佐
伯
今
毛
人
に
と
っ
て
造
東
大
寺
司
は
き
わ

め
て
ゆ
か
り
の
深
い
官
司
で
、
こ
の
段
階
で
も
何
ら
か
の
関
わ
り

を
有
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
東
大
寺
権
別
当
実
忠
二
十
九
ケ
条
」

（『
東
大
寺
要
録
』
所
引
）
の
「
奉
三

造
二

建
大
仏
殿
副
柱
一

事
」
に

よ
る
と
、
大
仏
殿
の
副
柱
の
造
建
に
つ
い
て
、「
造
寺
司
左
大
弁

佐
伯
宿
祢
」
ら
は
困
難
を
理
由
に
辞
し
た
が
、「
親
王
禅
師
」（
早

良
親
王
）
や
「
僧
正
和
尚
」（
良
弁
）
が
実
忠
に
そ
れ
を
命
じ
、

実
忠
は
宝
亀
二
（
七
七
一
）
年
に
柱
を
作
り
備
え
、
造
立
し
た
。

「
造
寺
司
左
大
弁
佐
伯
宿
祢
」
が
今
毛
人
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が

（
�
）

い
な
い
。
角
田
文
衛
は
、
こ
の
時
に
長
官
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る

が
、
確
証
は
な
い
。
宝
亀
四
年
八
月
二
七
日
造
東
大
寺
司
牒
案

（
�
）

（
二
二
１８１
）
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
山
下
有
美
に
よ
る
と
、

こ
の
文
書
は
始
二
部
一
切
経
を
薬
師
寺
に
奉
請
し
た
も
の
で
、
始

二
部
一
切
経
は
内
裏
系
統
の
奉
写
一
切
経
司
で
着
手
さ
れ
た
物
を

東
大
寺
写
経
所
が
引
き
継
い
だ
事
業
で
あ
っ
た
。
薬
師
寺
へ
の
奉

請
は
勅
に
よ
り
、
内
臣
（
藤
原
良
継
）
宣
│
左
大
弁
佐
伯
宿
祢

（
今
毛
人
）
宣
の
順
に
造
東
大
寺
司
へ
伝
達
さ
れ
た
。
内
臣
の
藤

原
良
継
が
奉
写
一
切
経
司
を
管
轄
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ

（
�
）

は
内
臣
が
家
産
管
理
と
関
わ
る
地
位
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ

れ
を
さ
ら
に
宣
し
た
の
が
佐
伯
今
毛
人
で
あ
る
と
す
る
と
、
今
毛

人
も
家
産
に
関
わ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
藤
原
良

継
と
佐
伯
今
毛
人
は
、
こ
れ
以
前
、
と
も
に
藤
原
仲
麻
呂
暗
殺
を

計
画
す
る
な
ど
、
政
治
的
に
も
関
わ
り
が
深
か
っ
た
。
佐
伯
今
毛

人
は
天
皇
に
近
侍
し
つ
つ
、
天
皇
家
の
家
産
や
東
大
寺
造
営
に
関

係
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
の
事
例
に
は
、
左
大
弁
の

職
掌
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い
部
分
が
残
る
の
で
あ
り
、
や
は
り
近

― １２ ―



侍
的
な
性
格
を
も
つ
佐
伯
今
毛
人
が
そ
の
資
格
に
お
い
て
勅
使
に

任
命
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

（
１６
）〜（
１９
）
に
つ
い
て
。
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
、
右
衛
士
督

の
藤
原
小
黒
麻
呂
が
連
続
し
て
使
と
な
っ
た
。
小
黒
麻
呂
は
武
官

で
あ
り
、
こ
れ
以
前
か
ら
の
使
に
武
官
を
起
用
す
る
原
則
か
ら
見

る
と
、
特
に
問
題
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
紀
難
波
麻
呂
・

紀
古
佐
美
と
も
に
位
階
は
小
黒
麻
呂
よ
り
低
く
、
主
た
る
使
が
武

官
の
小
黒
麻
呂
で
あ
る
こ
と
は
異
例
で
あ
る
。（
１８
）
の
関
連
文

書
が
宝
亀
一
〇
年
一
二
月
六
日
親
王
禅
師
冶
葛
請
文
（
二
三
６２５
）

で
あ
る
。

冶
葛
肆
両
収
東
大
寺
正
蔵

右

親
王
禅
師
所
レ

請

宝
亀
十
年
十
二
月
六
日

中
納
言
藤
原
朝
臣
「
縄
麻
呂
」
奉

早
川
庄
八
注
１４
書
は
こ
の
文
書
に
つ
い
て
日
付
ま
で
は
親
王
禅
師

（
早
良
親
王
）
が
冶
葛
を
請
う
た
申
請
文
書
で
、
使
者
の
小
黒
麻

呂
が
記
し
た
奉
書
で
あ
り
、
中
納
言
藤
原
縄
麻
呂
が
勅
を
奉
り
自

署
を
加
え
、
小
黒
麻
呂
が
文
書
を
持
参
し
て
出
向
い
た
と
の
解
釈

を
示
す
。
し
か
し
、
縄
麻
呂
の
自
署
以
外
は
一
筆
の
よ
う
で
あ

り
、
お
そ
ら
く
早
良
の
命
を
中
納
言
の
縄
麻
呂
が
奉
じ
、
文
書
化

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
の
筆
者
は
縄
麻
呂
の
周
辺
の
人
物
で

あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
基
づ
き
、
出
用
帳
で
は
縄
麻
呂
の
宣
に
よ
る

出
給
と
記
さ
れ
た
。
縄
麻
呂
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
勅
旨
大
輔
の

官
歴
を
持
つ
が
、
こ
の
時
に
は
勅
旨
卿
に
昇
進
し
、
侍
従
で
も
あ

っ
た
。『
続
日
本
紀
』
宝
亀
一
〇
年
九
月
四
日
条
に
は
中
納
言
・

勅
旨
卿
・
中
衛
大
将
・
侍
従
と
み
え
る
。（
１８
）
は
縄
麻
呂
死
去

の
直
前
で
、
一
二
月
一
三
日
に
死
去
し
た
（『
続
日
本
紀
』
同
日

条
）。（
１４
）
の
段
階
か
ら
、
参
議
か
ら
中
納
言
、
勅
旨
大
輔
か
ら

勅
旨
卿
へ
の
昇
進
は
あ
っ
た
が
、
天
皇
に
近
侍
し
、
家
産
管
理
を

担
当
し
た
こ
と
に
変
化
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
２０
）〜（
２３
）
に
つ
い
て
。
天
応
元
（
七
八
一
）
年
四
月
、
光

仁
天
皇
は
譲
位
し
、
桓
武
天
皇
が
新
し
い
天
皇
と
な
っ
た
。
こ
れ

ら
は
そ
れ
以
後
の
事
例
で
あ
る
。
使
と
な
っ
た
の
は
藤
原
家
依
・

健
部
人
上
・
藤
原
鷹
取
で
あ
る
。（
２３
）
は
後
欠
と
思
わ
れ
、
ほ

か
に
使
と
な
っ
た
人
物
が
い
る
可
能
性
は
残
る
。
当
時
、
藤
原
家

依
は
参
議
・
兵
部
卿
・
侍
従
で
あ
っ
た
（
延
暦
六
〈
七
八
七
〉
年

六
月
二
六
日
東
大
寺
使
解

二
五
付
１１
）。
神
護
景
雲
二
年
に
侍

従
に
任
命
さ
れ
、
そ
の
後
、
延
暦
四
年
四
月
の
死
去
ま
で
侍
従
で
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あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
宝
亀
八
年
に
参
議
に
任
命
さ
れ
た
。
前

述
の
縄
麻
呂
の
よ
う
な
家
産
機
構
と
の
兼
官
は
見
ら
れ
な
い
が
、

高
位
に
到
達
し
た
侍
従
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
光
仁
天
皇
の
有
力

な
近
臣
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
藤
原
永
手
の
子
で
あ

る
こ
と
も
そ
れ
を
強
く
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。
健
部
人
上
は
宝
亀

九
年
一
一
月
一
九
日
に
勅
旨
員
外
少
輔
で
、
天
応
元
年
一
〇
月
四

日
に
勅
旨
少
輔
に
昇
進
し
た
（『
続
日
本
紀
』
同
日
条
）。（
２０
）

（
２１
）
が
員
外
少
輔
、（
２２
）（
２３
）
が
正
員
の
少
輔
の
時
期
に
当

た
る
。
藤
原
鷹
取
は
魚
名
の
子
で
あ
る
。
天
応
元
年
五
月
七
日
に

造
宮
卿
に
任
命
さ
れ
（
越
前
守
在
任
）、
七
月
一
〇
日
に
左
兵
衛

督
を
兼
任
し
た
。
そ
し
て
、
延
暦
元
年
五
月
一
七
日
に
中
宮
大
夫

に
任
命
さ
れ
た
が
、「
侍
従
越
前
守
如
レ

故
」
と
あ
る
（『
続
日
本

紀
』
同
日
条
）。（
２２
）
の
時
期
に
も
侍
従
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強

い
で
あ
ろ
う
。

天
応
元
年
八
月
一
六
日
造
東
大
寺
司
請
薬
文
（
二
五
付
１
）
は

（
２１
）
に
関
連
す
る
文
書
で
あ
る
。

造
東
大
寺
司

合
請
薬
漆
種

桂
心
壱
拾
斤
小

人
参
壱
拾
斤
小

芒
消
参
斤
小

呵
梨
勒
参
伯
枚

檳
榔
子
伍
拾
枚

畢
撥
根
壱
拾
両
小

紫
雪
壱
拾
両
小

天
応
元
年
八
月
十
六
日

「
左
大
臣
宣

（
奉
か
）

参
議
藤
原
朝
臣
」「
家
依
□
」

早
川
注
１４
書
は
当
該
文
書
に
つ
い
て
、
造
東
大
寺
司
が
検
校
使

（
藤
原
家
依
・
健
部
人
上
）
に
対
し
て
薬
物
の
出
給
を
要
請
し
て

提
出
し
た
文
書
で
、
検
校
使
は
議
政
官
組
織
に
問
い
、
議
政
官
は

左
大
臣
藤
原
魚
名
の
宣
を
も
っ
て
許
可
し
（
お
そ
ら
く
奉
勅
）、

家
依
が
奉
り
、
そ
の
旨
を
文
書
の
後
に
書
き
記
し
た
と
す
る
。
し

か
し
、
こ
の
文
書
は
造
東
大
寺
司
か
ら
は
じ
ま
る
が
、
造
東
大
寺

司
の
申
請
文
書
で
は
な
い
。
そ
れ
は
造
東
大
寺
司
の
官
人
の
署
名

が
な
い
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
天
皇
の
周
辺
で
作

成
さ
れ
た
文
書
で
あ
ろ
う
。
奧
に
は
藤
原
家
依
が
左
大
臣
宣
を
奉

じ
た
旨
の
追
記
が
あ
る
。
出
用
帳
で
は
そ
れ
が
左
大
臣
宣
に
よ
る

出
給
と
記
載
さ
れ
る
。

早
川
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
が
単
な
る
左
大
臣
の
宣
で
は

な
く
、
奉
勅
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
藤
原
魚
名
は
藤
原
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良
継
の
次
の
内
臣
で
、
宝
亀
九
年
三
月
三
日
に
内
臣
、
宝
亀
一
〇

年
正
月
一
日
に
内
大
臣
に
任
命
さ
れ
、
天
応
元
年
六
月
二
七
日
に

左
大
臣
に
昇
進
し
た
（
い
ず
れ
も
『
続
日
本
紀
』
同
日
条
）。
ま

た
、
そ
れ
以
前
に
侍
従
の
経
験
も
あ
っ
た
（
天
平
二
〇
年
二
月
一

日
任
『
公
卿
補
任
』
神
護
景
雲
二
年
条
）。
魚
名
は
こ
の
段
階
で

内
臣
あ
る
い
は
内
大
臣
で
は
な
い
が
、
直
前
ま
で
家
産
管
理
や
家

政
を
中
心
的
に
担
っ
た
経
験
を
持
つ
人
物
で
あ
る
と
い
え
る
。
特

に
藤
原
縄
麻
呂
が
死
去
し
た
後
は
、
藤
原
魚
名
が
名
実
と
も
に
家

産
管
理
の
中
心
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

前
述
の
よ
う
に
、
早
川
は
、（
２１
）
が
検
校
使
か
ら
太
政
官
議

政
官
に
伝
達
さ
れ
た
と
し
、
古
尾
谷
知
浩
は
、
称
徳
天
皇
ま
で
と

は
異
な
り
、
光
仁
天
皇
以
降
に
な
る
と
、
参
議
・
弁
官
が
使
と
な

り
、
勅
が
中
納
言
・
大
臣
を
経
て
使
に
宣
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
太

政
官
の
関
与
が
強
ま
っ
た
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
評
価
に

は
従
え
な
い
。
当
該
期
に
大
臣
・
中
納
言
の
宣
や
参
議
・
弁
官
の

使
が
め
だ
つ
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て

き
た
よ
う
に
、
彼
ら
は
別
の
側
面
か
ら
み
る
と
、
内
臣
（
内
大

臣
）
の
経
験
者
や
勅
旨
省
の
上
級
官
人
、
侍
従
な
ど
で
あ
っ
た
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
彼
ら
は
天
皇
に
近
侍
し
、
家
産
管
理
を
担
う

（
�
）

立
場
で
あ
っ
た
。
別
稿
に
お
い
て
、
天
平
期
頃
か
ら
天
皇
に
近
侍

す
る
内
臣
お
よ
び
侍
従
が
緩
や
か
に
結
合
し
な
が
ら
、
家
産
管
理

を
分
担
し
た
こ
と
を
述
べ
た
。
正
倉
院
北
倉
の
財
物
出
納
の
状
況

も
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
示
す
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
文
書
に
即
し
て
い
え
ば
、
魚
名
は
も
と
内
臣
・
内
大
臣
、
家
依

は
侍
従
で
あ
っ
た
点
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
前
掲
の
親
王
禅
師
冶
葛
請
文
・
造
東
大
寺
司
請
薬
文

を
み
て
も
、
太
政
官
の
発
給
文
書
と
は
い
え
ず
、
こ
の
時
期
よ
り

後
の
太
政
官
符
（
あ
る
い
は
牒
）
に
よ
る
出
納
と
は
か
な
り
距
離

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
上
級
者
の
命
を
書
き
記
し
た
宣
旨
や
文
書

の
奧
に
宣
を
記
し
た
文
書
そ
の
も
の
が
正
倉
院
に
も
た
ら
さ
れ
、

出
納
の
後
、
正
倉
院
に
保
管
さ
れ
た
点
は
、
た
と
え
ば
、
奧
に
蚊

屋
采
女
の
宣
を
書
き
記
し
た
宝
字
八
の
施
薬
院
解
と
同
じ
タ
イ
プ

の
文
書
で
あ
る
。
前
節
で
考
察
し
た
神
護
景
雲
期
ま
で
の
あ
り
方

と
比
較
し
て
、
当
該
期
で
も
そ
れ
と
共
通
す
る
性
格
が
強
い
と
考

え
ら
れ
、
出
納
体
制
の
変
質
を
想
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
、
北
倉

財
物
の
誕
生
（
つ
ま
り
、
光
明
・
孝
謙
に
よ
る
施
入
）
の
時
期
か

ら
こ
の
時
期
ま
で
出
納
体
制
は
基
本
的
に
同
じ
で
あ
っ
た
と
結
論

し
た
い
。
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四

出
納
体
制
の
変
質

延
暦
三
（
七
八
四
）
年
三
月
二
九
日
付
け
の
（
２３
）
で
出
用
帳

の
記
載
は
終
わ
り
、
延
暦
一
八
年
一
一
月
一
一
日
か
ら
始
ま
る
双

倉
雑
物
下
帳
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
こ
れ
以
後
の
出

納
は
す
べ
て
太
政
官
符
あ
る
い
は
牒
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
た
。
最

初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
柳
雄
太
郎
や
古
尾
谷
知
浩
は
こ
の
点
に
着

目
し
、
平
安
遷
都
頃
の
画
期
を
指
摘
す
る
。

（
２８
）
が
双
倉
雑
物
下
帳
の
冒
頭
の
記
載
で
、
弘
仁
二
（
八
一

一
）
年
九
月
二
五
日
東
大
寺
使
解
（
付
７１
）
に
は
「
延
暦
十
三
年

四
月
廿
七
日
官
符
」
に
よ
っ
て
薬
品
類
が
内
裏
に
進
め
ら
れ
た
と

す
る
記
載
が
あ
る
（
２７
）。
こ
れ
以
前
に
、
財
物
の
出
納
で
は
な

い
が
、
官
符
が
発
給
さ
れ
、
使
が
派
遣
さ
れ
た
事
例
が
あ
る
。
そ

れ
が
（
２４
）（
２５
）
で
あ
る
。
前
者
で
は
「
依
二

太
政
官
今
月
十

三
日
符
一

称
」、
後
者
で
は
「
被
二

大
政
官
今
月
一
日
符
一

称
」
と

し
て
、
具
体
的
な
官
符
の
内
容
が
引
用
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
を
出
給

の
事
例
と
区
別
す
る
積
極
的
な
理
由
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
太

政
官
符
に
よ
る
管
理
の
方
式
に
切
り
替
え
ら
れ
た
の
は
（
２３
）
と

（
２４
）
の
間
、
す
な
わ
ち
、
延
暦
三
年
三
月
二
九
日
か
ら
六
年
六

月
二
六
日
の
間
で
あ
る
。
些
細
な
相
違
で
あ
る
が
、
注
目
し
た

い
。
そ
れ
は
延
暦
初
期
の
家
産
管
理
を
め
ぐ
る
別
の
変
動
に
着
目

す
る
か
ら
で
あ
る
。
別
稿
（
注
２０
論
文
）
に
お
い
て
、
光
仁
・
桓

武
期
の
家
産
管
理
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
点
を
指
摘
し
た
。
こ
こ

で
は
結
論
だ
け
を
示
す
の
で
、
詳
細
は
別
稿
を
参
照
い
た
だ
き
た

い
。
前
述
の
よ
う
に
、
光
仁
天
皇
の
も
と
で
、
比
較
的
高
位
で
、

侍
従
と
家
産
機
構
の
上
級
官
人
を
兼
ね
る
人
物
が
お
り
、
彼
ら
と

内
臣
の
藤
原
良
継
が
天
皇
に
近
侍
し
、
家
産
管
理
を
ふ
く
め
て
広

く
家
政
を
担
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
は
同
時
に
光
仁
擁
立
の

功
臣
と
重
な
り
、
光
仁
が
高
齢
で
あ
る
こ
と
も
関
わ
っ
て
、
彼
ら

が
広
く
政
治
全
体
を
主
導
し
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
光
仁
末
期
に

は
、
藤
原
良
継
、
百
川
、
縄
麻
呂
ら
中
心
的
な
有
力
者
が
相
次
い

で
死
去
し
た
。
こ
う
し
た
な
か
新
た
に
即
位
し
た
桓
武
天
皇
は
こ

の
体
制
の
打
破
を
目
指
し
、
天
応
元
年
、
翌
延
暦
元
年
に
、
内
臣

（
内
大
臣
）
か
ら
左
大
臣
に
昇
進
し
た
藤
原
魚
名
や
侍
従
の
藤
原

浜
成
・
鷹
取
を
失
脚
さ
せ
た
。
こ
う
し
て
光
仁
期
の
政
治
体
制
は

崩
壊
し
、
桓
武
期
の
政
治
体
制
が
開
始
さ
れ
た
。
以
上
で
あ
る
。

桓
武
の
初
期
に
大
き
な
政
治
的
変
動
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、

意
図
し
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
家
産
管
理
に
も
大
き
な
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変
動
を
も
た
ら
し
た
。
魚
名
以
降
、
内
臣
あ
る
い
は
内
大
臣
の
任

命
は
な
く
、
ま
た
、
延
暦
期
に
高
位
の
侍
従
も
存
在
し
な
か
っ

た
。
さ
ら
に
、
勅
旨
省
が
廃
止
さ
れ
（『
続
日
本
紀
』
延
暦
元
年

四
月
一
一
日
条
）、
奉
写
一
切
経
司
の
活
動
期
間
も
宝
亀
末
期
ま

で
で
あ
っ
た
。
家
産
管
理
を
め
ぐ
る
体
制
そ
の
も
の
が
縮
小
さ
れ

て
い
っ
た
。
家
産
官
司
と
は
い
え
な
い
が
、
延
暦
八
年
三
月
に
造

東
大
寺
司
も
廃
止
さ
れ
た
（『
続
日
本
紀
』
同
年
月
一
六
日
条
）。

正
倉
院
の
出
納
体
制
の
変
化
は
こ
の
よ
う
な
家
産
管
理
を
め
ぐ
る

大
き
な
変
動
と
密
接
に
関
連
し
、
そ
の
一
環
を
な
す
と
考
え
ら
れ

る
。
古
尾
谷
が
詳
細
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
以
後
の
出
納
体

制
は
一
般
保
管
官
司
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
り
、
出
納
の
実
行
は
勅

に
よ
り
な
が
ら
、
施
行
は
太
政
官
の
職
務
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

引
き
続
き
勅
封
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
く
、
天
皇
家
の
所
有

権
が
放
棄
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
家
産
分
野
の
縮
小
に
と
も

な
い
、
実
際
の
管
理
を
太
政
官
に
移
行
さ
せ
た
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
延
暦
初
期
に
天
皇
家
の
家
産
管
理
そ
の
も
の
が
大
き
く
変
化

し
、
正
倉
院
北
倉
の
出
納
体
制
も
変
化
し
た
の
で
あ
り
、
平
安
遷

都
と
は
直
接
的
な
関
連
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
。

な
お
、
古
尾
谷
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
光
仁
・
桓
武
と
宝
物
の

結
び
つ
き
を
論
じ
た
。
筆
者
は
光
仁
期
に
お
け
る
出
納
体
制
の
変

化
を
認
め
な
い
が
、
桓
武
期
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
こ
と
は
事

実
で
あ
る
。
こ
の
二
人
の
天
皇
が
天
武
・
持
統
直
系
の
天
皇
家
に

対
し
て
、
政
治
的
に
ど
の
よ
う
な
立
場
に
あ
っ
た
か
は
、
現
在
で

も
さ
ま
ざ
ま
に
議
論
が
あ
る
。
光
仁
に
つ
い
て
は
、
皇
后
が
聖
武

天
皇
の
子
井
上
内
親
王
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
聖
武
の
一
族
に
つ
な

が
っ
た
天
皇
で
あ
っ
た
と
す
る
の
が
通
説
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
桓
武
の
い
わ
ゆ
る
新
王
朝
意
識
を
認
め
る
な
ら
ば
、

桓
武
初
期
に
お
け
る
正
倉
院
の
出
納
体
制
の
変
化
は
、
こ
の
観
点

か
ら
も
、
よ
り
明
快
に
説
明
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お

わ

り

に

以
上
、
正
倉
院
北
倉
の
出
納
体
制
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。

出
納
体
制
の
推
移
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。

（
１
）
初
期
の
段
階
で
は
、
光
明
の
命
を
奉
じ
た
紫
微
中
台
と
、

実
際
に
正
倉
院
を
管
理
し
た
造
東
大
寺
司
が
出
納
に
あ

た
る
、
簡
便
な
方
式
で
あ
っ
た

（
２
）
献
物
の
終
了
後
、
天
平
宝
字
三
（
七
五
九
）
年
三
月
に

は
検
財
使
が
派
遣
さ
れ
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
出
納
方
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式
が
よ
り
厳
格
な
形
式
へ
と
改
め
ら
れ
た
。
使
・
造
東

大
寺
司
・
僧
綱
・
寺
家
が
立
ち
会
い
出
納
す
る
形
式
で

あ
る
。
使
が
坤
宮
官
の
官
人
を
中
心
と
す
る
こ
と
は
、

こ
れ
以
前
と
同
じ
で
あ
る
。

（
３
）
光
明
皇
太
后
が
死
去
し
、
坤
宮
官
が
廃
止
さ
れ
た
後
は
、

天
皇
家
産
の
管
理
に
お
け
る
中
枢
機
関
が
存
在
せ
ず
、

各
機
関
が
直
接
、
王
家
と
つ
な
が
り
、
出
納
が
行
な
わ

れ
た
。
し
か
し
、
実
際
の
出
納
体
制
は
こ
れ
以
前
と
大

き
く
変
化
す
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。

（
４
）
宝
亀
期
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
太
政
官
議
政
官
や

弁
官
が
使
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
彼
ら
は
天
皇
に

近
侍
し
、
家
産
管
理
を
担
う
立
場
に
あ
り
、
こ
の
場
合
、

使
の
太
政
官
の
機
能
に
収
ま
ら
な
い
側
面
に
注
目
す
べ

き
で
あ
る
。

（
５
）
延
暦
初
期
に
家
産
管
理
に
お
け
る
大
き
な
変
動
が
あ
り
、

そ
の
一
環
と
し
て
正
倉
院
北
倉
の
出
納
体
制
も
変
化
し

た
。
出
納
命
令
が
太
政
官
符
（
牒
）
の
形
式
で
発
給
さ

れ
、
勅
に
よ
り
な
が
ら
、
出
納
の
実
行
は
太
政
官
の
職

務
と
な
っ
た
。

結
論
の
概
略
は
お
お
む
ね
、
柳
雄
太
郎
・
古
尾
谷
知
浩
の
見
解

と
変
わ
ら
な
い
が
、
延
暦
初
期
に
明
確
な
画
期
を
求
め
、
当
該
期

の
家
産
管
理
全
体
の
動
向
と
の
関
連
を
、
改
め
て
強
調
し
て
お
き

た
い
。
そ
の
処
置
に
よ
っ
て
正
倉
院
北
倉
は
家
産
と
し
て
の
性
格

を
相
当
に
失
っ
た
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
天
皇
家
産
の
管
理
が
ど

の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
明
確
な
見
解
を
持

つ
に
至
っ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た

い
。
ま
た
、
使
と
な
っ
た
人
物
の
性
格
付
け
も
別
稿
で
示
す
こ
と

が
多
く
、
ま
た
充
分
に
展
開
で
き
て
い
な
い
部
分
の
存
在
も
自
覚

し
て
い
る
。
こ
の
点
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註（
１
）
福
山
敏
男
「
東
大
寺
の
諸
倉
と
正
倉
院
宝
庫
」（
同
『
日
本

建
築
史
研
究
』〈
墨
水
書
房

一
九
六
八
年
〉
初
出
一
九
五
二

年
）

（
２
）
柳
「
正
倉
院
北
倉
の
出
納
関
係
文
書
に
つ
い
て
」（『
書
陵
部

紀
要
』
二
七

一
九
七
四
年
）

（
３
）
古
尾
谷
「
東
大
寺
正
倉
院
勅
封
蔵
の
出
納
体
制
」（
同
『
律

令
体
制
と
天
皇
家
産
機
構
』〈
塙
書
房

二
〇
〇
六
年
〉
初
出

一
九
九
七
年
）。
以
下
、
古
尾
谷
の
見
解
は
す
べ
て
こ
の
論
文
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に
よ
る
。

（
４
）
近
藤
「
紫
微
中
台
と
光
明
皇
太
后
の
『
勅
』」（『
ヒ
ス
ト
リ

ア
』
一
五
五

一
九
九
七
年
）。
以
下
、
近
藤
の
見
解
は
す
べ

て
こ
の
論
文
に
よ
る
。

（
５
）
『
大
日
本
古
文
書
（
編
年
文
書
）』
一
三
巻
二
〇
七
ペ
ー
ジ
の

意
。
以
下
、
正
倉
院
文
書
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
に
表
記
す

る
。
な
お
、
二
五
巻
の
付
録
に
つ
い
て
は
付
１
の
よ
う
に
表
記

す
る
。

（
６
）
山
本
「
内
豎
省
の
研
究
」（
同
『
摂
関
政
治
史
論
考
』〈
吉
川

弘
文
館

二
〇
〇
三
年
〉
初
出
一
九
五
九
年
）

（
７
）
芳
之
内
「
平
安
時
代
の
内
豎
所
の
機
構
」（
同
『
日
本
古
代

の
内
裏
運
営
機
構
』
塙
書
房

二
〇
一
三
年
）

（
８
）
紫
微
少
疏
か
ら
坤
宮
少
疏
と
な
り
、
天
平
宝
字
五
（
七
六

一
）
年
三
月
で
も
坤
宮
少
疏
と
見
え
る
（
同
年
月
二
〇
日
奉
写

一
切
経
所
解
案
〈
一
五
３９
〉
な
ど
）。

（
９
）
延
暦
六
〈
七
八
七
〉
年
六
月
二
六
日
東
大
寺
使
解
〈
延
暦
六

年
帳

二
五
付
１１
〉
に
は
「
検
珍
財
帳
」
の
存
在
が
記
さ
れ

る
。
柳
雄
太
郎
「
東
大
寺
献
物
帳
と
検
珍
財
帳
」（『
南
都
仏

教
』
三
一

一
九
七
三
年
）
は
献
物
帳
の
付
箋
と
検
珍
財
帳
の

作
成
が
関
連
し
、
天
平
宝
字
四
、
五
年
頃
に
、
坤
宮
官
の
廃
止

を
受
け
て
献
物
の
全
面
的
な
検
定
が
行
わ
れ
、
検
珍
財
帳
が
作

成
さ
れ
た
と
推
測
す
る
。
柳
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
大
刀
の
付

箋
は
天
平
宝
字
八
年
九
月
一
一
日
の
出
給
以
前
に
貼
付
さ
れ
た

こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
検
定
の
下
限
は
こ
こ
で
あ
る
。
し
か

し
、
花
氈
と
念
珠
に
関
す
る
献
物
帳
の
不
備
が
付
箋
に
よ
っ
て

訂
正
さ
れ
て
お
ら
ず
、
花
氈
・
念
珠
が
天
平
宝
字
三
年
四
月
、

一
二
月
に
出
給
さ
れ
た
（
表
Ⅰ
５
・
７
）
こ
と
か
ら
、
付
箋
の

貼
付
を
こ
れ
以
後
と
す
る
の
に
は
疑
問
が
残
る
。
単
な
る
訂
正

漏
れ
の
可
能
性
な
ど
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
検
珍
財

帳
」
の
名
称
が
ど
の
程
度
、
本
来
の
帳
名
を
反
映
す
る
の
か
も

わ
か
ら
な
い
が
、
当
該
の
検
財
使
が
検
珍
財
帳
を
作
成
し
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
憶
測
に
過
ぎ
な
い
が
、
一
案
と
し
て
提
示

し
て
お
き
た
い
。

（
１０
）
な
お
、
延
暦
六
年
帳
に
は
、
甘
草
・
大
黄
・
人
参
を
「
左
大

臣
宣
」
に
よ
り
造
寺
司
に
充
て
た
と
の
記
載
が
あ
る
。
柳
雄
太

郎
注
９
論
文
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
（
２１
）
と
混
乱
し

て
い
て
、
誤
り
で
あ
る
。

（
１１
）
天
平
宝
字
四
年
三
月
二
〇
日
造
東
寺
司
解
案
（
一
四
２８８
）、

天
平
宝
字
四
年
七
月
一
四
日
東
寺
写
経
所
解
案
（
一
四
３７３
）
な

ど

（
１２
）
「
奈
良
時
代
施
薬
院
の
変
遷
」（『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学

研
究
科
紀
要
』
五
四
ー
四

二
〇
〇
九
年
）

（
１３
）
鷺
森
「
八
世
紀
の
王
家
の
家
産
」（
同
『
日
本
古
代
の
王
家

・
寺
院
と
所
領
』〈
塙
書
房

二
〇
〇
一
年
〉
初
出
一
九
九
六

年
）

（
１４
）
早
川
『
宣
旨
試
論
』（
岩
波
書
店

一
九
九
〇
年
）

（
１５
）
岸
「
良
弁
伝
の
一
齣
」（
同
『
日
本
古
代
文
物
の
研
究
』〈
塙

書
房

一
九
八
八
年
〉
初
出
一
九
七
九
年
）
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（
１６
）
鷺
森
「
王
家
と
貴
族
」（
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会

編
『
講
座
日
本
歴
史
２
律
令
国
家
の
展
開
』
東
京
大
学
出
版
会

二
〇
〇
四
年
）

（
１７
）
角
田
『
佐
伯
今
毛
人
』
吉
川
弘
文
館

一
九
六
三
年

（
１８
）
山
下
「
写
経
機
構
の
変
遷
」（
同
『
正
倉
院
文
書
と
写
経
所

の
研
究
』〈
吉
川
弘
文
館

一
九
九
九
年
〉
初
出
一
九
九
四
・

九
五
年
）

（
１９
）
宝
亀
四
年
二
月
一
六
日
太
政
官
符
（
二
一
２７３

九
条
家
本

『
延
喜
式
』
裏
文
書
）
は
宝
亀
三
年
一
一
月
一
一
日
の
田
租
免

除
に
関
わ
る
勅
を
引
用
し
、
内
臣
藤
原
良
継
宣
に
よ
り
寺
神
封

は
正
税
で
補
填
す
る
こ
と
を
命
じ
る
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
一
般

的
な
政
策
で
あ
り
、
特
に
内
臣
の
職
務
と
関
連
が
あ
る
わ
け
で

は
な
い
。

（
２０
）
鷺
森
「
奈
良
時
代
の
侍
従
」（
近
刊
予
定
）
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